
資料１

経済財政改革の基本方針2008～開かれた国、全員参加の成長、環境との共生～

（平成20年６月27日閣議決定）（抜粋）

第２章 成長力の強化

２．地域活性化

（１）地方再生

地方の元気は日本の活力の源である。「地方再生戦略」等に基づき、地

方分権改革の推進とあいまって地方の創意工夫をいかした自主的な取組

を、政府一体となって強力に後押しするとともにＰＤＣＡを着実に実施

する。

【改革のポイント】

１．「地方再生戦略」に基づき、地方が主体となって取り組む事業の立ち

上がり段階を「地方の元気再生事業」等により国が全面的に応援す

る。地域経済の建て直し、地域の雇用の確保の観点から、地域力再

生機構を創設する。

２．中心市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住自立圏構想」

の実現に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要

な機能を確保し人口の流出を食い止める方策を、各府省連携して講

ずる。

【具体的手段】

（１）地域活性化の支援

・ 「地方再生戦略」に基づき、地方都市、農山漁村及び過疎・離島な

ど基礎的条件の厳しい集落における地方の課題に応じた地方再生の

取組を実施する。平成20年度においては「地方の元気再生事業」の

対象を７月に選定し、人材育成・社会実験の実施等を中心に支援す

る。平成21年度に向けては、定住自立圏構想や広域地方計画などの

地域間連携の仕組みの下で、地域成長力強化、地域生活基盤確保及

び低炭素社会づくりを重点に地域活性化の戦略を展開する。

（略）

（２）都市機能の集約化とネットワーク化

定住自立圏構想をプラットフォームとして、今年度から地方公共団

体と意見交換しながら具体的な圏域形成を進めるとともに、各府省

連携して支援措置等を講ずる。まちの再設計を図るため、市街地の

中心部に公共施設や居住施設を集中する取組を支援する。また、「地

域公共交通活性化法」に基づき、住民の足の確保に対し支援する。


